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【 請 求 項 １ 】
　 パ チ ン コ 玉 お よ び メ ダ ル 等 の 遊 技 媒 体 を 貸 出 の た め に 払 い 出 す 媒 体 払 出 手 段 と 、
　 Ｃ Ｒ 媒 体 貸 出 機 お よ び Ｃ Ｒ 遊 技 機 の 間 の 通 信 経 路 に 設 け ら れ 、 前 記 Ｃ Ｒ 媒 体 貸 出 機 と 前
記 Ｃ Ｒ 遊 技 機 の 間 の 通 信 信 号 を 中 継 す る Ｃ Ｒ 通 信 中 継 手 段 と 、
　 前 記 媒 体 払 出 手 段 に よ る 遊 技 媒 体 の 払 出 を 制 御 す る 媒 体 払 出 制 御 手 段 と 、
　 を 含 み 、 前 記 Ｃ Ｒ 媒 体 貸 出 機 と 前 記 Ｃ Ｒ 遊 技 機 の 間 で の 媒 体 払 出 指 示 信 号 の 通 信 が 制 限
さ れ る 状 態 で 設 け ら れ 、 前 記 媒 体 払 出 制 御 手 段 は 、 媒 体 払 出 指 示 信 号 の 通 信 が 制 限 さ れ る
と き 、 可 変 設 定 さ れ る 遊 技 媒 体 の 貸 出 単 価 に 従 っ た 数 量 の 遊 技 媒 体 を 前 記 媒 体 払 出 手 段 に
払 い だ さ せ る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 に お い て 、
　 前 記 Ｃ Ｒ 通 信 中 継 手 段 が 、 前 記 Ｃ Ｒ 媒 体 貸 出 機 と 前 記 Ｃ Ｒ 遊 技 機 と の 間 で の 媒 体 払 出 信
号 の 通 信 を 制 限 す る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 に お い て 、
　 前 記 Ｃ Ｒ 通 信 中 継 手 段 は 、 前 記 Ｃ Ｒ 媒 体 貸 出 機 と 前 記 Ｃ Ｒ 遊 技 機 の 間 の 接 続 確 認 信 号 、
残 度 数 通 知 信 号 お よ び 媒 体 貸 出 要 求 信 号 を 通 過 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 媒 体 貸 出 装 置
。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 に お い て 、
　 前 記 媒 体 払 出 制 御 手 段 は 、 複 数 の 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 と 通 信 を 行 う 外 部 制 御 装 置 か ら 指 示
さ れ る 貸 出 単 価 に 従 っ て 前 記 媒 体 払 出 手 段 に よ る 遊 技 媒 体 の 払 出 を 制 御 す る こ と を 特 徴 と
す る 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 に お い て 、
　 遊 技 媒 体 の 貸 出 単 価 を 設 定 す る 貸 出 単 価 設 定 手 段 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 遊 技 媒 体 貸 出
装 置 。
【 請 求 項 ６ 】



　 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 に お い て 、
　 現 金 を 受 け 付 け る 現 金 受 付 手 段 を 有 し 、
　 現 金 を 受 け 付 け て 遊 技 媒 体 を 前 記 媒 体 払 出 手 段 か ら 払 い 出 す 現 金 媒 体 貸 出 機 と し て も 機
能 す る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 ６ に 記 載 の 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 に お い て 、
　 現 金 に よ る 媒 体 貸 出 の 情 報 を 前 記 Ｃ Ｒ 媒 体 貸 出 機 に 送 信 す る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 媒 体
貸 出 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 １ ～ ７ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 に お い て 、
　 遊 技 場 の 会 員 カ ー ド を 受 け 付 け る カ ー ド 受 付 手 段 を 有 し 、
　 会 員 カ ー ド を 受 け 付 け て 遊 技 媒 体 を 前 記 媒 体 払 出 手 段 か ら 払 い 出 す カ ー ド 対 応 媒 体 貸 出
機 と し て も 機 能 す る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 請 求 項 ８ に 記 載 の 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 に お い て 、
　 会 員 カ ー ド に よ る 媒 体 貸 出 の 情 報 を 前 記 Ｃ Ｒ 媒 体 貸 出 機 に 送 信 す る こ と を 特 徴 と す る 遊
技 媒 体 貸 出 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 請 求 項 ８ ま た は ９ に 記 載 の 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 に お い て 、
　 会 員 カ ー ド を も つ 会 員 の 遊 技 媒 体 の 出 入 状 況 に 応 じ て 貸 出 単 価 を 変 更 す る 手 段 を 有 す る
こ と を 特 徴 と す る 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 請 求 項 １ ～ １ ０ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 に お い て 、
　 遊 技 者 の 遊 技 媒 体 の 出 入 状 況 に 応 じ て 貸 出 単 価 を 変 更 す る 手 段 を 有 す る こ と を 特 徴 と す
る 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 請 求 項 １ ～ １ １ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 に お い て 、
　 前 記 Ｃ Ｒ 遊 技 機 に お け る 遊 技 媒 体 の 出 入 状 況 に 応 じ て 貸 出 単 価 を 変 更 す る 手 段 を 有 す る
こ と を 特 徴 と す る 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 請 求 項 １ ～ １ ２ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 に お い て 、
　 貸 出 単 価 が 所 定 の 基 準 単 価 に 設 定 さ れ て い る と き は 、 媒 体 払 出 指 示 信 号 の 通 信 が 行 わ れ
、 貸 出 単 価 が 前 記 基 準 単 価 よ り 小 さ く 設 定 さ れ て い る と き は 、 媒 体 払 出 指 示 信 号 の 通 信 が
制 限 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 パ チ ン コ 玉 お よ び メ ダ ル 等 の 遊 技 媒 体 を 貸 出 の た め に 払 い 出 す 媒 体 払 出 手 段 を も つ 装 置
を 制 御 す る 遊 技 媒 体 貸 出 制 御 装 置 で あ っ て 、
　 Ｃ Ｒ 媒 体 貸 出 機 お よ び Ｃ Ｒ 遊 技 機 の 間 の 通 信 経 路 に 設 け ら れ 、 前 記 Ｃ Ｒ 媒 体 貸 出 機 と 前
記 Ｃ Ｒ 遊 技 機 の 間 の 通 信 信 号 を 中 継 す る Ｃ Ｒ 通 信 中 継 手 段 と 、
　 前 記 媒 体 払 出 手 段 に よ る 遊 技 媒 体 の 払 出 を 制 御 す る 媒 体 払 出 制 御 手 段 と 、
　 を 含 み 、 前 記 Ｃ Ｒ 媒 体 貸 出 機 と 前 記 Ｃ Ｒ 遊 技 機 の 間 で の 媒 体 払 出 指 示 信 号 の 通 信 が 制 限
さ れ る 状 態 で 設 け ら れ 、 前 記 媒 体 払 出 制 御 手 段 は 、 媒 体 払 出 指 示 信 号 の 通 信 が 制 限 さ れ る
と き 、 可 変 設 定 さ れ る 遊 技 媒 体 の 貸 出 単 価 に 従 っ た 数 量 の 遊 技 媒 体 を 前 記 媒 体 払 出 手 段 に
払 い だ さ せ る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 媒 体 貸 出 制 御 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 パ チ ン コ 玉 お よ び メ ダ ル 等 の 遊 技 媒 体 を 貸 出 の た め に 払 い 出 す 媒 体 払 出 手 段 を も つ 装 置
の 制 御 方 法 で あ っ て 、
　 Ｃ Ｒ 媒 体 貸 出 機 お よ び Ｃ Ｒ 遊 技 機 の 間 の 通 信 信 号 を 中 継 し 、
　 前 記 Ｃ Ｒ 媒 体 貸 出 機 が 前 記 Ｃ Ｒ 遊 技 機 へ の 媒 体 払 出 指 示 信 号 を 送 ろ う と す る と き は 、 前
記 媒 体 払 出 指 示 信 号 の 通 信 を 制 限 し 、
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　 前 記 媒 体 払 出 指 示 信 号 の 通 信 が 制 限 さ れ る と き 、 可 変 設 定 さ れ る 遊 技 媒 体 の 貸 出 単 価 に
従 っ た 数 量 の 遊 技 媒 体 を 前 記 媒 体 払 出 手 段 に 払 い だ さ せ る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 媒 体 貸 出
装 置 の 制 御 方 法 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 パ チ ン コ 玉 お よ び メ ダ ル 等 の 遊 技 媒 体 を 貸 出 の た め に 払 い 出 す 媒 体 払 出 手 段 を も つ 装 置
を 制 御 す る た め の コ ン ピ ュ ー タ に て 実 行 可 能 な プ ロ グ ラ ム で あ っ て 、
　 Ｃ Ｒ 媒 体 貸 出 機 お よ び Ｃ Ｒ 遊 技 機 の 間 の 通 信 信 号 を 中 継 し 、
　 前 記 Ｃ Ｒ 媒 体 貸 出 機 が 前 記 Ｃ Ｒ 遊 技 機 へ の 媒 体 払 出 指 示 信 号 を 送 ろ う と す る と き は 、 前
記 媒 体 払 出 指 示 信 号 の 通 信 を 制 限 し 、
　 前 記 媒 体 払 出 指 示 信 号 の 通 信 を 制 限 す る と き 、 可 変 設 定 さ れ る 遊 技 媒 体 の 貸 出 単 価 に 従
っ た 数 量 の 遊 技 媒 体 を 前 記 媒 体 払 出 手 段 に 払 い だ さ せ る 、
　 処 理 を 前 記 コ ン ピ ュ ー タ に 行 わ せ る こ と を 特 徴 と す る プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 パ チ ン コ 玉 お よ び メ ダ ル 等 の 遊 技 媒 体 を 貸 し 出 す 複 数 の 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 と 、 前 記 複 数
の 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 と 通 信 可 能 に 接 続 さ れ る 中 央 制 御 装 置 と を 含 み 、 前 記 中 央 制 御 装 置 が
前 記 複 数 の 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 を 制 御 す る 遊 技 媒 体 貸 出 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 前 記 中 央 制 御 装 置 は 、 前 記 複 数 の 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 と の 通 信 に よ っ て 、 前 記 複 数 の 遊 技
媒 体 貸 出 装 置 に 遊 技 媒 体 の 貸 出 単 価 を 指 示 し 、
　 前 記 複 数 の 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 の 各 々 は 、
　 パ チ ン コ 玉 お よ び メ ダ ル 等 の 遊 技 媒 体 を 貸 出 の た め に 払 い 出 す 媒 体 払 出 手 段 と 、
　 Ｃ Ｒ 媒 体 貸 出 機 お よ び Ｃ Ｒ 遊 技 機 の 間 の 通 信 経 路 に 設 け ら れ 、 前 記 Ｃ Ｒ 媒 体 貸 出 機 と 前
記 Ｃ Ｒ 遊 技 機 の 間 の 通 信 信 号 を 中 継 す る Ｃ Ｒ 通 信 中 継 手 段 と 、
　 前 記 媒 体 払 出 手 段 に よ る 遊 技 媒 体 の 払 出 を 制 御 す る 媒 体 払 出 制 御 手 段 と 、
　 を 含 み 、 前 記 Ｃ Ｒ 媒 体 貸 出 機 と 前 記 Ｃ Ｒ 遊 技 機 の 間 で の 媒 体 払 出 指 示 信 号 の 通 信 が 制 限
さ れ る 状 態 で 設 け ら れ 、 前 記 媒 体 払 出 制 御 手 段 は 、 媒 体 払 出 指 示 信 号 の 通 信 が 制 限 さ れ る
と き 、 可 変 設 定 さ れ る 遊 技 媒 体 の 貸 出 単 価 に 従 っ た 数 量 の 遊 技 媒 体 を 前 記 媒 体 払 出 手 段 に
払 い だ さ せ る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 媒 体 貸 出 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 Ｃ Ｒ 遊 技 機 お よ び Ｃ Ｒ 媒 体 貸 出 機 と と も に 用 い ら れ 、 パ チ ン コ 玉 等 の 遊 技 媒 体 を 貸 し 出
す た め の 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 遊 技 媒 体 を 貸 出 の た め に 払 い 出 す 媒 体 払 出 手 段 と 、
　 前 記 媒 体 払 出 手 段 に よ る 遊 技 媒 体 の 払 出 を 制 御 す る 媒 体 払 出 制 御 手 段 と 、
　 を 含 み 、 前 記 媒 体 払 出 制 御 手 段 は 、 可 変 設 定 さ れ る 遊 技 媒 体 の 貸 出 単 価 に 従 っ た 数 量 の
遊 技 媒 体 を 前 記 媒 体 払 出 手 段 に 払 い だ さ せ る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 Ｃ Ｒ 遊 技 機 お よ び Ｃ Ｒ 媒 体 貸 出 機 と と も に 用 い ら れ 、 パ チ ン コ 玉 お よ び メ ダ ル 等 の 遊 技
媒 体 を 貸 出 の た め に 払 い 出 す 媒 体 払 出 手 段 を も つ 装 置 を 制 御 す る 遊 技 媒 体 貸 出 制 御 装 置 で
あ っ て 、 可 変 設 定 さ れ る 遊 技 媒 体 の 貸 出 単 価 に 従 っ た 数 量 の 遊 技 媒 体 を 前 記 媒 体 払 出 手 段
に 払 い だ さ せ る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 媒 体 貸 出 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
　 Ｃ Ｒ 遊 技 機 お よ び Ｃ Ｒ 媒 体 貸 出 機 と と も に 用 い ら れ 、 パ チ ン コ 玉 お よ び メ ダ ル 等 の 遊 技
媒 体 を 貸 出 の た め に 払 い 出 す 媒 体 払 出 手 段 を も つ 装 置 の 制 御 方 法 で あ っ て 、 可 変 設 定 さ れ
る 遊 技 媒 体 の 貸 出 単 価 に 従 っ た 数 量 の 遊 技 媒 体 を 前 記 媒 体 払 出 手 段 に 払 い だ さ せ る こ と を
特 徴 と す る 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 の 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ２ １ 】
　 Ｃ Ｒ 遊 技 機 お よ び Ｃ Ｒ 媒 体 貸 出 機 と と も に 用 い ら れ 、 パ チ ン コ 玉 お よ び メ ダ ル 等 の 遊 技
媒 体 を 貸 出 の た め に 払 い 出 す 媒 体 払 出 手 段 を も つ 装 置 を 制 御 す る た め の コ ン ピ ュ ー タ に て
実 行 可 能 な プ ロ グ ラ ム で あ っ て 、 可 変 設 定 さ れ る 遊 技 媒 体 の 貸 出 単 価 に 従 っ た 数 量 の 遊 技
媒 体 を 前 記 媒 体 払 出 手 段 に 払 い だ さ せ る 処 理 を 前 記 コ ン ピ ュ ー タ に 行 わ せ る こ と を 特 徴 と
す る プ ロ グ ラ ム 。
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【 請 求 項 ２ ２ 】
　 Ｃ Ｒ 遊 技 機 お よ び Ｃ Ｒ 媒 体 貸 出 機 と と も に 用 い ら れ 、 パ チ ン コ 玉 お よ び メ ダ ル 等 の 遊 技
媒 体 を 貸 し 出 す 複 数 の 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 と 、 前 記 複 数 の 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 と 通 信 可 能 に 接
続 さ れ る 中 央 制 御 装 置 と を 含 み 、 前 記 中 央 制 御 装 置 が 前 記 複 数 の 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 を 制 御
す る 遊 技 媒 体 貸 出 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 前 記 中 央 制 御 装 置 は 、 前 記 複 数 の 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 と の 通 信 に よ っ て 、 前 記 複 数 の 遊 技
媒 体 貸 出 装 置 に 遊 技 媒 体 の 貸 出 単 価 を 指 示 し 、
　 前 記 複 数 の 遊 技 媒 体 貸 出 装 置 の 各 々 は 、
　 前 記 遊 技 媒 体 を 貸 出 の た め に 払 い 出 す 媒 体 払 出 手 段 と 、
　 前 記 媒 体 払 出 手 段 に よ る 遊 技 媒 体 の 払 出 を 制 御 す る 媒 体 払 出 制 御 手 段 と 、
　 を 含 み 、 前 記 媒 体 払 出 制 御 手 段 は 、 可 変 設 定 さ れ る 遊 技 媒 体 の 貸 出 単 価 に 従 っ た 数 量 の
遊 技 媒 体 を 前 記 媒 体 払 出 手 段 に 払 い だ さ せ る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 媒 体 貸 出 シ ス テ ム 。
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